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行政相談
［予約不要］

2 月 1 日（水）

9：00 ～ 12：00

菟田野人権交流センター
総務課

（☎ 82・1302 ／ IP ☎ 88・9068）
2 月 8 日（水） 室生振興センター
2 月 15 日（水） 大宇陀地域事務所
2 月 15 日（水） 宇陀市役所（214 会議室）

人権相談 2 月 1 日（水）
9：00 ～ 12：00

菟田野人権交流センター 人権推進課
（☎ 82・2147 ／ IP ☎ 88・9077）2 月 15 日（水） 宇陀市役所 (214 会議室）

消費者相談窓口
［予約不要］

2 月 6 日・13 日・
20 日・27 日

( 各月曜日）
13：00 ～ 16：00 宇陀市役所

（213 会議室）
商工観光課

（☎ 82・2457 ／ IP ☎ 88・9081）

こころの健康相談
［要予約］ 2 月 21 日（火） 13：30 ～ 16：30 宇陀市役所

介護福祉課
（☎ 82・3675 ／ IP ☎ 88・9088）
室生福祉保健交流センター

（☎ 92・5220 ／ IP ☎ 88・9175）
ＤＶ相談
［要予約］ 2 月 22 日（水） 13：00 ～ 16：00

（1 人 50 分・1 日 3 人）
予約の際に

お知らせします
人権推進課

（☎ 82・2147 ／ IP ☎ 88・9077）

心配ごと相談
［予約不要］

2 月 1 日（水）

9：00 ～ 12：00

菟田野人権交流センター 菟田野地域事務所
（☎ 84・2521 ／ IP ☎ 88・9188）
室生地域事務所

（☎ 92・2001 ／ IP ☎ 88・9182）
大宇陀地域事務所

（☎ 83・2251 ／ IP ☎ 88・9195）
厚生保護課

（☎ 82・2221 ／ IP ☎ 88・9079）

2 月 8 日（水） 室生振興センター

2 月 15 日（水） 大宇陀地域事務所

2 月 27 日（月） 榛原総合センター

若者自立のための
無料相談［要予約］2 月 14 日（火）

14：00 ～ 17：00
（※相談員の都合で中止と

なる場合があります。）
宇陀市役所

（213 会議室）
若者サポートステーションやまと

（☎ 0744・44・2055）

中南和法律相談
センター［要予約］

2 月 17 日（金）
相談日の 2 週間前よ
り受付（1 人 30 分）

13：00 ～ 16：00
宇陀市役所（211 会議室）

他の相談場所も利用できますので、
奈良弁護士会にご確認ください

奈良弁護士会
（☎ 0742・22・2035）

生活困窮者
自立相談支援窓口

月～金曜日
（祝日除く）

9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 16：00

宇陀市役所
厚生保護課（2 階） 厚生保護課

（☎ 82・2221 ／ IP ☎ 88・9079）巡回職業相談
［要予約］ 2 月 8 日（水） 9：00 ～ 12：00

13：00 ～ 16：00
宇陀市役所

（213 会議室）
ひとり親福祉資金
貸付相談［要予約］

2 月 2 日・16
日（各木曜日） 10：00 ～ 16：00 宇陀市役所 

（211 会議室）
こども未来課

（☎ 82・2236 ／ IP ☎ 88・9080）

弁護士による福祉
専門相談[要予約] 2 月 8 日（水） 10：00 ～ 12：00

（1人60分・1日2人）
宇陀市社会福祉協議会 宇陀市社会福祉協議会

（☎ 84・4116 ／ IP ☎ 88・9202）精神科医による専門
相談 [要予約 ] 2 月 13 日（月） 14：00 ～ 16：00

（1人60分・1日2人）

　　　　『迷惑サイト登録』　納得しない料金は、支払わないで！！
　無料オンラインだからと安易にアクセスしないこ
とが基本ですが、サイトにアクセスしただけで、利
用料金を請求されても言われるままに支払わない。
また、知らぬ間に誘導されて、画面上に『登録にな
りました』『入会ありがとうございます』と表示され
請求を受けても、業者に連絡しないことが原則です。
電話番号やメールアドレス等の個人情報が更に知ら

れることになります。『間違った場合はコチラ』
という場合も、相手はどうにかして連絡を取
らせようとしているのです。明日以後なら倍額請求、
支払わないと訴訟費用も負担させると脅してきます。
しかし、納得して契約をしていなければ、契約は成
立していません。だから、支払う義務はないのです。

問�商工観光課　（☎ 82・2457／ IP ☎ 88・9081）


